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オンライン又は光ディスク等による請求に係る記録条件仕様の厚生労働省 
ホームページ（診療報酬情報提供サービス）への掲載について 

 
「薬事法等の一部を改正する法律」（平成 25 年法律第 84 号）において、新たに、「再生医

療等製品」が定義される等の改正が行われ、平成26年 11月 25日から施行されたところです。 

これに伴い、「再生医療等製品」に関して、医薬品及び医療機器と同様に評価療養における

取扱いが定められ、診療報酬請求書等の記載要領の一部が改正されたことにより、オンライ

ン又は光ディスク等による請求に係る記録条件仕様（調剤用）（以下「記録条件仕様」という。）

が下記のとおり変更され、本日、厚生労働省ホームページ（診療報酬情報提供サービス）に

掲載されましたのでお知らせします。 
 

記 
 
変更内容 
記録条件仕様「別表７ レセプト特記事項コード」 
に「３６ 加治」を追加する。 

 


